
☆★☆活動紹介☆★☆ 

 ２０２４年５月２５日(土)、「こどもの相談室 ふらっと」の安藤有紀氏から、「こどもの相談室 ふらっ

と」の紹介をしていただきました。 

 

「こどもの相談室 ふらっと」 の紹介 

 
 
 
 
 

 

・ 令和４年４月、子どもの発達上の特性や発達障がいをはじめとした様々な障がいについて、その

種別を問わずに相談できる窓口を松山市ハーモニープラザ３階に開設 

・ 関係機関と連携して、子どもの困り感や特性、発達障がいなどに気づき、継続的に切れ目なく 

支援できる相談体制（入口相談/支援）を目指す 

・ 同じ建物内にある児童センターへ遊びに来た延長で、少しでも気持ちを楽に相談できる場とし 

て設置 

 
業務内容 「こどもの相談窓口」 
子ども自身の悩みや、子育てに不安がある保護者が相談できる場、関係機関が 

連携できる場。必要に応じて、継続支援の機関等につなぐ。 

※障害者総合支援法第77条第1項第3号 地域生活支援事業の相談支援事業 

※入口相談 

職員構成  相談支援専門員 ３名  相談員 １名 

 
業務内容「地域連携室」 ※継続支援 
「松山市児童発達支援センターひまわり園」で行っていた関連事業を「ふらっと」に集約 

• 「障害児相談支援事業」 

• 「保育所等訪問支援事業」 （障害児通所支援） 

• 「障害児等療育支援事業」 

職員構成  相談支援専門員 ３名 児童指導員１名  

作業療法士１名 言語聴覚士１名 

 
「障害児等療育支援事業」 
・訪問による療育相談（巡回相談） 
・幼稚園や保育所等の職員の療育技術の指導（施設支援） 

・外来による専門的な療育相談（外来相談） 

「子どもの相談窓口」 受付状況               

・相談件数（新規） 

・対象年齢（新規） 

 ０歳～ 
 ３歳 

４歳～ 
 ６歳 

小学生 中学生 
１６歳～ 
 １８歳 

１９歳 
以上 

匿名・ 
年齢不詳 

計 

R４年度 １４９ ２１３ １６０ ３２ １７ １ １２ ５８４ 

R５年度 １４９ １９１ １５５ ４２ １２ ２ ７ ５５８ 

・診断の有無（新規） 

 有 無 計 

R４年度 １５７ ４２７ ５８４ 

R５年度 ９０ ４６８ ５５８ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月 計 

R４年度 ３８ ５１ ５７ ５２ ３６ ４５ ５４ ４４ ３５ ４７ ６０ ６５ ５８４ 

R５年度 ４７ ５０ ４１ ４９ ４８ ４８ ５２ ５７ ４５ ５２ ３４ ３５ ５５８ 

子どもの
権利条約

４つの柱

生きる
権利

育つ
権利

守られ
る権利

参加す
る権利

相談内容 
・子どもの発達や気になる行動、・集団生活における気にな
る行動、・発達支援機関の利用、福祉サービスの利用、・学
校への行き渋りや不登校、・情報提供の依頼 など 

「ふらっと」 には、気持ちを楽に立ち寄っていただきたいという思いや、子どもの発達の特性など

の有無によって分け隔てられることのない社会を実現するという願いが込められています。 

我々の仕事は 

•まずは当事者の理解から 

•あるがままを引き受ける 

•子育てを支える伴走者 

•権利擁護 

 

ふらっとは 「子どもの最善の利益」を目指します 


